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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

監 査 公 表 第 ２ ３ 号  
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 令 和 ５ 年 度 分 の 県 公 営

企 業 に 係 る 定 期 監 査 を 実 施 し た 結 果 は 、 次 の と お り で す 。  
令 和 ６ 年 10 月 11 日  

福 島 県 監 査 委 員   満   山   喜   一  
福 島 県 監 査 委 員   三   瓶   正   栄  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

（ 土 木 部 （ 流 域 下 水 道 事 業 会 計 ） ）  
１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0
号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  
財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  
  ⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  
  ⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  
  ⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  
  ⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  
  ⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
    成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  
４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  
    対 象 公 所     県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所  
    実 施 年 月 日     令 和 ６ 年 ７ 月 12 日  
    実 施 方 法     実 地 監 査  
    担 当 監 査 委 員     三   瓶   正   栄  

渡   辺       仁  
    事 業 経 営 の 状 況  

令和 6年10月11日　金曜日 福 島 県 報 号外第59号1



流 域 下 水 道 事 業 を 行 っ て お り 、 年 間 処 理 水 量 は 1 9 , 9 2 8 , 7 6 8 ｍ3で 、 前 年 度 と 比 較 し
て 3 , 0 7 5 , 7 9 7 ｍ3（ 1 8 . 3 ％ ） 増 加 し て い る 。 そ の 事 業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認
め ら れ る 。  

 
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

 
    対 象 公 所     県 中 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所  
    実 施 年 月 日     令 和 ６ 年 ７ 月 29 日  
    実 施 方 法     書 面 監 査  
    担 当 監 査 委 員     満   山   喜   一  

阿   部   寿   子  
事 業 経 営 の 状 況  

流 域 下 水 道 事 業 を 行 っ て お り 、 管 内 の 県 中 処 理 区 、 二 本 松 処 理 区 及 び 田 村 処 理 区
の 年 間 処 理 水 量 は 、 ３ 処 理 区 計 で 3 7 , 9 2 0 , 8 7 1 ｍ3で 、 前 年 度 と 比 較 し て 3 2 9 , 2 2 6 ｍ3

（ 0 . 9 ％ ） 増 加 し て い る 。 そ の 事 業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  
 

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、
最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  
 

（ 企 業 局 ）  
１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0
号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  
財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  
  ⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  
  ⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  
  ⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  
  ⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  
  ⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
    成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  
４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  
    対 象 公 所     企 業 局 い わ き 事 業 所  
    実 施 年 月 日     令 和 ６ 年 ７ 月 25 日  
    実 施 方 法     実 地 監 査  
    担 当 監 査 委 員     満   山   喜   一  
                    阿   部   寿   子  

事 業 経 営 の 状 況  
磐 城 工 業 用 水 道 を は じ め 、 い わ き 市 内 ３ 工 業 用 水 で 給 水 事 業 を 行 っ て お り 、 総 給

水 量 は 3 1 3 , 9 3 4 , 9 4 8 ｍ3で 、 前 年 度 と 比 較 し て 79 5 , 5 5 4 ｍ3（ 0 . 3 ％ ） 増 加 し て い る 。 そ の
事 業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 
    監 査 の 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  
    （ 指 導 事 項 ）  
      ・ 過 年 度 に お い て 撤 去 又 は 譲 渡 さ れ て い る 固 定 資 産 29 件 に つ い て 、 固 定 資 産 台 帳

等 に 計 上 さ れ た ま ま に な っ て い た た め 、 令 和 ５ 年 度 に 除 却 等 を 行 い 、 特 別 損 失
（ 過 年 度 損 益 修 正 損 ） 及 び 特 別 利 益 （ 過 年 度 損 益 修 正 益 ） を 計 上 し て い る 。  

 
（ 病 院 局 ）  
１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0
号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  
財 務 監 査  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
３   監 査 等 の 着 眼 点  
  ⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  
  ⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  
  ⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  
  ⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  
  ⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
    成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  
４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  
    対 象 公 所     ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜  
    実 施 年 月 日     令 和 ６ 年 ７ 月 12 日  
    実 施 方 法     実 地 監 査  
    担 当 監 査 委 員     三   瓶   正   栄  
                    渡   辺       仁  

事 業 経 営 の 状 況  
令 和 ５ 年 度 の 患 者 数 は 、 入 院 が 延 べ 2 9 , 4 0 1 人 、 外 来 が 延 べ 2 7 , 1 3 3 人 で あ り 、 前 年

度 と 比 較 し て 、 入 院 は 1 , 7 1 9 人 （ 6 . 2 ％ ） 、 外 来 は 3 , 4 1 1 人 （ 1 4 . 4 ％ ） 増 加 し た 。 そ の
事 業 管 理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 
監 査 の 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 摘 事 項 及 び ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  
（ 指 摘 事 項 ）  

未 収 金 の 経 理 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。  
（ 事 実 ）  

個 人 医 業 未 収 金 に つ い て 、 未 収 金 整 理 簿 等 に よ る 整 理 が 十 分 行 わ れ て い な い 。  
ま た 、 現 年 度 分 個 人 医 業 未 収 金 等 に つ い て 、 督 促 が 行 わ れ て い な い 。  

個 人 医 業 未 収 金 の 令 和 ５ 年 度 末 残 高   1 1 , 3 8 8 , 0 0 8 円  
う ち 現 年 度 分                        8 , 0 0 9 , 2 5 0 円  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）  
未 収 金 の 経 理 に つ い て は 、 関 係 規 程 等 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。  

 
（ 指 摘 事 項 ）  

内 部 統 制 が 有 効 に 機 能 し て お ら ず 、 行 政 財 産 の 使 用 料 及 び 管 理 経 費 等 の 経 理 に
著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。  

    （ 事 実 ）  
組 織 内 で の チ ェ ッ ク 体 制 が 機 能 し て お ら ず 、 固 定 資 産 の 使 用 許 可 に 基 づ く 使 用

料 及 び 管 理 経 費 等 の 徴 収 に つ い て 、 令 和 ５ 年 度 内 に 行 わ れ て い な い も の が あ る 。  
１   土 地 使 用 料   １ 年 分   固 定 資 産 の 使 用 者 ２ 者 分              計   9 , 0 0 0 円  
２   管 理 経 費 （ 電 気 料 ・ 水 道 料 ） １ 年 分 固 定 資 産 の 使 用 者 ５ 者 分   計 3 3 4 , 9 6 1 円  
３   電 話 料   １ 年 分   入 院 患 者 等 の 利 用 分                      計 3 0 3 , 6 3 3 円  

                                                                 合 計 6 4 7 , 5 9 4 円  
    （ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）  

行 政 財 産 の 使 用 料 及 び 管 理 経 費 等 の 経 理 に つ い て は 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク 体 制 を
確 立 し 、 関 係 規 程 等 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。  

 
（ 指 導 事 項 ）  

・ セ ン タ ー 職 員 を 対 象 に 行 っ た 特 別 健 康 診 断 に 係 る 経 費 に つ い て 、 医 業 費 用 及 び
医 業 収 益 へ の 計 上 漏 れ と な っ て い る 。  

・ 診 療 材 料 の た な 卸 資 産 出 納 簿 の 未 作 成 や 、 薬 品 及 び 燃 料 の た な 卸 資 産 出 納 簿 と
総 勘 定 元 帳 の 期 末 残 高 の 不 一 致 、 燃 料 購 入 時 の 勘 定 科 目 の 誤 り が あ る 。  

 
    対 象 公 所     ふ た ば 医 療 セ ン タ ー  
    実 施 年 月 日     令 和 ６ 年 ７ 月 23 日  
    実 施 方 法     実 地 監 査  
    担 当 監 査 委 員     満   山   喜   一  
                    渡   辺       仁  
    事 業 経 営 の 状 況  
    （ 附 属 病 院 ）  

令 和 ５ 年 度 の 患 者 数 は 、 入 院 が 延 べ 3 , 3 1 7 人 、 外 来 が 延 べ 5 , 5 1 9 人 で あ り 、 前 年
度 と 比 較 し て 、 入 院 は 60 7 人 （ 2 2 . 4 ％ ） 、 外 来 は 3 4 7人 （ 6 . 7 ％ ） 増 加 し た 。 そ の 事
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

業 管 理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  
    （ 附 属 ふ た ば 復 興 診 療 所 ）  

令 和 ５ 年 度 の 患 者 数 は 、 外 来 が 延 べ 5 , 1 5 2 人 で あ り 、 前 年 度 と 比 較 し て 1 7 8 人
（ 3 . 6 ％ ） 増 加 し た 。 そ の 事 業 管 理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  
 

監 査 の 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  
（ 指 導 事 項 ）  

借 上 職 員 公 舎 ３ 棟 に つ い て 、 令 和 ３ 年 度 以 降 、 経 過 年 数 に よ る 減 額 調 整 を 行 わ
な い で 入 居 料 を 徴 収 し て い る 。 （ 附 属 病 院 ）  

 
    対 象 公 所     宮 下 病 院  
    実 施 年 月 日     令 和 ５ 年 ７ 月 29 日  
    実 施 方 法     書 面 監 査  
    担 当 監 査 委 員     満   山   喜   一  
                    阿   部   寿   子  
    事 業 経 営 の 状 況  

令 和 ５ 年 度 の 患 者 数 は 、 入 院 が 延 べ 1 , 5 8 7 人 、 外 来 が 延 べ 1 6 , 7 6 4 人 で あ り 、 前 年 度
と 比 較 し て 、 入 院 は 4 8 6人 （ 23 . 4 ％ ） 、 外 来 は 6 4 8人 （ 3 . 7 ％ ） 減 少 し た 。 そ の 事 業 管
理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 
    監 査 の 結 果 、 次 の ３ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

（ 指 導 事 項 ）  
・ 固 定 資 産 の 使 用 許 可 に 伴 う 管 理 経 費 に つ い て 、 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ６ 年 度 ま で

未 徴 収 と な っ て い る 。  
・ 令 和 ４ 年 度 に 取 得 し た 器 械 備 品 に つ い て 、 固 定 資 産 台 帳 へ の 一 部 登 録 漏 れ や 税

抜 処 理 漏 れ が あ る 。  
・ 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 の 個 人 医 業 未 収 金 ２ 名 分 に つ い て 、 督 促 が 行 わ れ て

い な い 。  
 

    対 象 公 所     大 野 病 院  
    実 施 年 月 日     令 和 ６ 年 ７ 月 29 日  
    実 施 方 法     書 面 監 査  
    担 当 監 査 委 員     満   山   喜   一  
                    阿   部   寿   子  
    事 業 経 営 の 状 況  

東 日 本 大 震 災 及 び 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に 伴 い 、 平 成 23 年 ３ 月 12 日
か ら 休 止 と な っ て お り 、 入 院 及 び 外 来 の 実 績 は な い 。 そ の 事 業 管 理 の 状 況 は お お む
ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 小 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

 
    対 象 公 所     南 会 津 病 院  
    実 施 年 月 日     令 和 ６ 年 ８ 月 ９ 日  
    実 施 方 法     実 地 監 査  
    担 当 監 査 委 員     三   瓶   正   栄  
                    渡   辺       仁  
    事 業 経 営 の 状 況  

令 和 ５ 年 度 の 患 者 数 は 、 入 院 が 延 べ 1 2 , 0 4 3 人 、 外 来 が 延 べ 5 3 , 1 7 6 人 で あ り 、 前 年
度 と 比 較 し て 、 入 院 は 1 5 4 人 （ 1 . 3 ％ ） 、 外 来 は 6 , 6 6 4 人 （ 1 1 . 1 ％ ） 減 少 し た 。 そ の 事
業 管 理 の 状 況 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 
    監 査 の 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  
    （ 指 導 事 項 ）  

前 金 払 い し た 経 費 に つ い て 、 年 度 末 ま で に 費 用 へ の 振 替 を 行 っ て い な い 。  
                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
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監 査 公 表 第 ２ ４ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 財 務 監 査 の 結  
果 は 、 次 の と お り で す 。  

令 和 ６ 年 10 月 11 日  
福 島 県 監 査 委 員   満   山   喜   一  
福 島 県 監 査 委 員   三   瓶   正   栄  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

１   監 査 等 の 基 準  
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  
２   監 査 等 の 種 類  

財 務 監 査  
３   監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容  

⑴   定 期 監 査  
ア   総 務 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

 令 和 ４ 年 度      
東 京 事 務 所  令 和 ６ 年 ７ 月 24日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 実 地 監 査

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

大 阪 事 務 所  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
北 海 道 事 務 所  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

名 古 屋 事 務 所  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
令 和 ５ 年 度

イ   保 健 福 祉 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

      
相双保健福祉事務所  令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 ７ 月 30日 三 瓶 正 栄 阿 部 寿 子 実 地 監 査

      
会津保健福祉事務所 令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 ７ 月 31日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 実 地 監 査

南会津保健福祉事務所 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 ８ 月 ８ 日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 実 地 監 査

 令 和 ４ 年 度      
中 央 児 童 相 談 所  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

県 中 児 童 相 談 所  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
動 物愛 護 セン ター  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度

ウ   商 工 労 働 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

 令 和 ４ 年 度      
テクノアカデミー郡山  令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 実 地 監 査

令 和 ５ 年 度

エ   農 林 水 産 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

      
南 会津 農 林事 務所 令 和 ５ 年 度  令 和 ６ 年 ８ 月 ８ 日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 実 地 監 査

オ   教 育 委 員 会  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法
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 令 和 ４ 年 度      
博 物 館   令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日  満 山 喜 一  阿 部 寿 子  実 地 監 査  

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

県 中 教 育 事 務 所   令 和 ６ 年 ７ 月 29日  三 瓶 正 栄  渡 辺   仁  書 面 監 査  
令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
県 南 教 育 事 務 所   令 和 ６ 年 ７ 月 29日  満 山 喜 一  阿 部 寿 子  書 面 監 査  

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

会 津 教 育 事 務 所   令 和 ６ 年 ７ 月 29日  三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
南 会津 教 育事 務所  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一  阿 部 寿 子 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

本 宮 高 等 学 校   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
安 積 高 等 学 校   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

湖 南 高 等 学 校   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
岩 瀬農 業 高等 学校   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度
 令 和 ４ 年 度      

小名浜海星高等学校   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
勿 来工 業 高等 学校   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度
ふたば未来学園中学校  令 和 ４ 年 度      

  令 和 ６ 年 ７ 月 29日 三 瓶 正 栄 渡 辺   仁 書 面 監 査
・ 高 等 学 校 令 和 ５ 年 度

 令 和 ４ 年 度      
郡 山萌 世 高等 学校   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一 阿 部 寿 子 書 面 監 査

令 和 ５ 年 度

⑵   技 術 監 査  

対象機関及び工事等名 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

警察本部田村警察署       
 令 和 ５ 年 度      

常 葉 駐 在 所   令 和 ６ 年 ７ 月 29日 満 山 喜 一  阿 部 寿 子  書 面 監 査  
 令 和 ６ 年 度

改 築 設 計 委 託

４   監 査 等 の 着 眼 点  
⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  
⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  
⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  
⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  
⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  
５   監 査 等 の 結 果  

⑴   定 期 監 査  
ア   総 務 部  

(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を
求 め た 。  
ａ   指 摘 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

北 海 道 事 務 所  ・ 雑 入 の 調 定 が 行 わ れ て い な い も の が あ る 。              
（ 事 実 ）                                              
    職 員 公 舎 の 使 用 者 が 負 担 す べ き 職 員 公 舎 の 維 持 及 び 管
  理 に 関 す る 費 用 に つ い て 、 雑 入 と し て 調 定 を す べ き と こ
  ろ 、 入 居 を 開 始 し た 令 和 ４ 年 ４ 月 分 か ら 令 和 ６ 年 ４ 月 分
  ま で 調 定 が 行 わ れ て い な い 。                          
    令 和 ４ 年 度   1 2 4 , 8 0 0 円 （ ４ 戸   12 か 月 分 ）           
    令 和 ５ 年 度   1 3 4 , 4 0 0 円 （ ４ 戸   12 か 月 分 ）           
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    令 和 ６ 年 度    1 1 , 2 0 0 円 （ ４ 戸   １ か 月 分 ）           
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    歳 入 の 調 定 に つ い て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う
  こ と 。                                            

ｂ   指 導 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

大 阪 事 務 所  ・ 広 告 料 に つ い て 、 大 阪 事 務 所 が 出 納 機 関 と し て 行 う 審 査
  確 認 及 び 会 計 管 理 者 へ の 通 知 処 理 が 漏 れ た た め 、 請 求 書
  受 理 日 か ら 起 算 し て 15 日 以 内 に 支 払 う べ き と こ ろ 、 ５ か
  月 以 上 遅 延 し て い る 。                              

(ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令
に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組
織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

イ   保 健 福 祉 部  
(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

相 双 保 健 福 祉 事 務 所  ・ 令 和 元 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 の 児 童 福 祉 施 設 等 入 所 費 負 担
  金 に つ い て 、 月 途 中 の 措 置 解 除 の 場 合 は 、 日 割 計 算 し た
  措 置 費 と 負 担 金 月 額 を 比 較 し 少 な い 方 の 額 を 徴 収 す べ き
  と こ ろ 、 負 担 金 月 額 を 日 割 計 算 し た た め 、 １ 件 を 過 小 に
  調 定 し て い る 。                                      
  ま た 、 月 途 中 の 措 置 停 止 の 場 合 は 、 日 割 計 算 す べ き と こ
  ろ 、 月 額 で 計 算 し た た め 、 ３ 件 を 過 大 に 調 定 し て い る 。

会 津 保 健 福 祉 事 務 所  ・ 令 和 元 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 の 児 童 福 祉 施 設 等 入 所 費 負 担
  金 に つ い て 、 月 途 中 の 措 置 停 止 の 場 合 は 、 日 割 計 算 す べ
  き と こ ろ 、 月 額 で 計 算 し た た め 、 15 件 を 過 大 に 調 定 し て
  い る 。                                            

    (ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令
に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組
織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

ウ   商 工 労 働 部  
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努
め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

エ   農 林 水 産 部  
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努
め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

オ   教 育 委 員 会  
(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 摘 事 項 、 ４ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を

求 め た 。  
ａ   指 摘 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

南 会 津 教 育 事 務 所  ・ 給 与 の 支 給 事 務 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。  
（ 事 実 ）                                              

育 児 休 業 中 の 管 内 小 学 校 教 員 １ 名 が 令 和 ５ 年 10 月 29 日
か ら 職 務 復 帰 し 産 前 産 後 休 暇 を 取 得 す る た め 、 育 児 休 業
期 間 の 終 了 を 令 和 ５ 年 10月 28日 と 変 更 す る 「 給 与 マ ス タ ー
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基 本 （ 修 正 ） 通 知 書 １ （ 採 用 退 職 ・ 休 職 事 由 等 関 係 ） 」
（ 以 下 「 通 知 書 」 と い う 。 ） を 作 成 し た が 、 令 和 ５ 年 1 0
月 29 日 か ら 復 職 す る こ と を 内 容 と す る 通 知 書 は 作 成 し な
か っ た た め 、 令 和 ５ 年 10 月 か ら 令 和 ６ 年 １ 月 ま で の 給 与
及 び 令 和 ５ 年 12 月 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 が そ れ ぞ れ の 支 給
定 日 に 支 給 さ れ ず 、 事 案 判 明 後 、 手 計 算 処 理 に よ り 令 和
６ 年 １ 月 31 日 に 1 , 5 2 8 , 8 0 7 円 を 支 給 し て い る 。           

ま た 、 手 計 算 処 理 の 一 部 に 誤 り が あ っ た た め 、 不 足 支
給 分 7 9 , 9 2 3 円 及 び 過 支 給 分 1 , 5 4 7 円 に つ い て 、 令 和 ６ 年
２ 月 19 日 ま で に 追 給 及 び 戻 入 の 処 理 を 行 っ て い る 。      

令 和 ５ 年 10 月 給 与 （ 日 割 ２ 日 分 ）                    
支 給 定 日       令 和 ５ 年 10 月 20 日            
支 給 す べ き 額           3 8 , 4 6 7 円            

令 和 ５ 年 11 月 給 与                              
支 給 定 日       令 和 ５ 年 11 月 21 日            
支 給 す べ き 額          4 1 1 , 2 3 6 円            

令 和 ５ 年 12 月 給 与                              
支 給 定 日       令 和 ５ 年 12 月 21 日            
支 給 す べ き 額          4 1 1 , 2 3 6 円            

令 和 ６ 年 １ 月 給 与                              
支 給 定 日       令 和 ６ 年 １ 月 19 日            
支 給 す べ き 額          4 1 9 , 7 8 1 円            

令 和 ５ 年 12 月 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当                
支 給 定 日       令 和 ５ 年 12 月 ８ 日            
支 給 す べ き 額          3 2 6 , 4 6 3 円            

合 計                  1 , 6 0 7 , 1 8 3 円              
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    給 与 の 支 給 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
  う こ と 。                                          

ふたば未来学園中学校  ・ 内 部 統 制 が 有 効 に 機 能 し て お ら ず 、 報 酬 等 の 支 出 事 務 に
・ 高 等 学 校    著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。                  

 （ 事 実 ）                                              
    組 織 内 の 情 報 共 有 や 進 捗 管 理 が 不 十 分 で あ り 、 チ ェ ッ
  ク 体 制 が 機 能 し て お ら ず 、 報 酬 等 に お い て 支 払 い が 遅 延
  し て い る も の や 、 特 殊 勤 務 手 当 を 支 給 し て い な い も の が
  あ る 。                                              
  １   令 和 ５ 年 ４ 月 ７ 日 に 支 給 す べ き 特 定 会 計 年 度 任 用 職
    員 1 6 名 の 報 酬 （ 2 , 7 3 8 , 1 1 2 円 ） に つ い て 、 予 算 残 高 不
    足 に よ り 支 給 が 遅 れ 、 同 年 ４ 月 11 日 に 支 給 し て い る 。  
  ２   校 舎 電 気 料 に つ い て 、 令 和 ４ 年 ４ 月 分 （ 1 , 9 0 1 , 5 0 2
    円 ） 及 び 同 年 ７ 月 分 （ 2 , 1 6 9 , 7 9 2 円 ） の 支 払 手 続 が 遅
    れ た た め 、 延 滞 利 息 （ 2 2 , 5 0 1 円 ） を 支 出 し て い る 。    
  ３   令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 令 和 ５ 年 11 月 ま で の 間 の 職 員 の 旅
    費 の う ち 183 件 （ 総 額 4 , 0 4 1 , 7 0 8 円 ） に つ い て 、 旅 行 終
    了 後 ３ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 わ れ て い る 。            
  ４   令 和 ４ 年 11 月 28 日 付 け で 給 付 決 定 の あ っ た 独 立 行 政
    法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 災 害 共 済 給 付 金 49 , 4 8 7
    円 （ ２ 名 分 ） に つ い て 、 通 知 内 容 を 確 認 後 、 速 や か に
    支 払 う べ き と こ ろ 令 和 ５ 年 ３ 月 10 日 に 支 出 し て い る 。  
  ５   令 和 ４ 年 ７ 月 14 日 か ら 同 月 16 日 ま で 開 催 さ れ た 陸 上
    競 技 大 会 及 び 令 和 ４ 年 ７ 月 ６ 日 及 び 同 月 ７ 日 に 開 催 さ
    れ た バ ド ミ ン ト ン 大 会 に お い て 、 宿 泊 を 伴 う 対 外 運 動
    競 技 等 引 率 指 導 業 務 に 従 事 し た 教 諭 ３ 名 及 び 講 師 １ 名
    に 対 外 運 動 競 技 等 引 率 指 導 業 務 手 当 4 0 , 8 0 0 円 を 支 給 し
    て い な い 。                                        
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                
    報 酬 等 の 支 出 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の 情 報 共 有 や チ ェ ッ
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  ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 迅 速 か つ
  適 正 に 行 う こ と 。                                  

ｂ   指 導 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 南 教 育 事 務 所  ・ 会 計 年 度 任 用 職 員 ４ 名 の 給 与 に つ い て 、 支 給 手 続 が 遅 れ
  た た め 、 支 給 定 日 に 支 払 わ れ て い な い 。              

安 積 高 等 学 校  ・ 夏 季 特 別 学 習 会 の 講 師 ３ 名 分 の 報 償 費 及 び 旅 費 に つ い て 、  
  支 払 時 期 が ３ か 月 以 上 遅 延 し て い る 。                

岩 瀬 農 業 高 等 学 校  ・ 「 福 島 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ コ ー ス ト 構 想 講 習 会 」 の 講 師 に
  対 す る 報 償 費 及 び 旅 費 に つ い て 支 払 時 期 が ３ か 月 以 上 遅
  延 し て い る 。                                        
・ 農 業 実 習 等 に お け る 製 作 品 が 製 作 さ れ た 時 は 、 直 ち に 生
  産 物 製 作 品 生 産 台 帳 に 製 作 実 績 を 記 録 し 、 売 払 い に つ い
  て は 、 売 払 価 格 を 決 定 し 売 払 調 書 に よ る 売 払 い の 決 定 に
  基 づ き 記 録 す べ き と こ ろ 、 製 作 実 績 及 び 販 売 実 績 と は 異
  な る 記 録 を し て い る 。                              

      (ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令
に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組
織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑵   技 術 監 査  
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 工 事 等 の 執 行 に 関 し 、 計 画 、 設 計 、

積 算 が 妥 当 で 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  
（ 監 査 総 務 課 ）  
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